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【参考資料３】 届出対象行為と景観形成基準一覧 

 

届出対象行為と景観形成基準について、奈良県内では、景観計画を策定している奈良県、橿原市、奈良市を対象に、その他の都市では、景観計画を策定している関西の都市の中から、市街地の後背部に山があるなど、生駒市

と同様の地形条件を持つ住宅都市を対象に基準の内容等を整理した。それぞれの概要を以下に示すとともに、２ページで届出対象行為の概要、３ページで景観形成基準の概要をそれぞれ一覧表にまとめました。なお、４ページ

以降はそれぞれの届出対象行為、景観形成基準の詳細な内容を示したものである。 

 奈良県景観計画 橿原市景観計画 奈良市景観計画 箕面市景観計画 長岡京市景観計画 西宮市景観計画 

景観計画の区

域設定 

 

 

・県内全域を景観計画区域に指

定している。（景観行政団体

である奈良市、橿原市、明日

香村を除く。） 

・景観形成区域の中で、重点的

に景観形成区域に取り組むべ

き区域を「重点景観形成区

域」、その他を「一般区域」

とし、重点景観形成区域を第

１種特定区域、第２種特定区

域、広域幹線沿道区域に区分

している。 

 

・市域全域を景観計画区域に指

定している。 

・用途地域やその他各種規制を

もとに、自然風致保全系区域、

専用住宅地系区域、田園住宅

地系区域、沿道市街地系区域、

商業業務地系区域の５区域を

設定している。 

・市域全域を景観計画区域に指

定している。 

・景観計画区域の中で、重点的

に景観形成区域に取り組むべ

き区域を「景観形成重点区域」

に設定している。 

 

・市域全域を景観計画区域に指

定している。 

・景観計画区域の中で、重点的

に景観形成を図る地区を３地

区、12種類設定している。 

 

・市域全域を景観計画区域に指

定している。 

 

・市域全域を景観計画区域に指

定している。 

・用途地域をもとに、イ、ロ、

ハの３区域に区分している。

届出対象行為 ・建築物、工作物、開発行為、

その他について、上記の区域

に基づいた届出対象行為を設

定している。 

 

・建築物、工作物、開発行為、

物件の堆積について、建築物

以外は、複数の区域で同じ行

為を届出対象に設定してい

る。 

・建築物では、商業業務地系区

域のみ、別の行為を設定して

いる。 

 

・建築物、工作物、開発行為、

土地の形質の変更、物件の堆

積について、景観形成重点地

区以外では、大規模建築行為

について規制している。 

・景観形成重点地区では、大規

模建築行為だけでなく、全て

の建築物、工作物を規制して

いる区域もある。 

 

・景観計画区域全域では、現状

変更行為の制限と、建築物等

の新築等の制限を設定してい

る。 

・重点的に景観形成を図る地区

では、景観計画区域全域の基

準に加えて、各地区で制限を

追加設定している。 

・大規模な行為の届出として、

建築物、工作物、その他（土

地の形質の変更、物質の堆積）

について、規制している。 

・建築物、工作物については、

大規模な行為以外も、まちづ

くり条例で規定されている申

出行為は届出が必要となって

いる。 

・建築物、工作物について、上

記の区域に基づいた届出対象

行為を設定している。 

 

景観形成基準 ・一般区域、重点景観形成区域

に応じた景観形成基準を設定

している。 

・基準の項目は、配置、規模及

び高さ、形態及び意匠（色彩、

素材）、緑化となっている。 

 

・５つの区域別に景観形成基準

を設定している。 

・建築物、工作物本体に関する

事項と、敷地に関する事項を

示している。 

・各地域ごとに基準を設定して

いる。 

・重点的に景観形成を図る地区

以外の景観計画区域と、重点

的に景観形成を図る地区のそ

れぞれで基準を設定してい

る。 

・大規模な行為の届出として、

建築物、工作物、土地の形質

の変更、物質の堆積の景観形

成基準を設定している。 

・大規模な行為以外の届出とし

て、建築物と工作物の景観形

成基準を設定している。 

 

・建築物の新築、増築、改築、

移転について、形態、色彩、

緑化を３区域別に基準設定し

ている。 

・工作物、道路などの新築、増

築、改築、移転、建築物等の

外観の変更は各区域共通の基

準を設定している。 
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届出対象行為の比較（一般的な地区） 
 奈良県景観計画 橿原市景観計画 奈良市景観計画 箕面市景観計画 長岡京市景観計画 西宮市景観計画 法令 

新築 13ｍまたは建1,000㎡ 10ｍまたは建500㎡ 10ｍまたは建1,000㎡ 

増築 上記の規模を超えるもので、

行為に係る建築面積が10㎡ 

10ｍまたは建500㎡ 10ｍまたは建1,000㎡ 

改築 上記の規模を超えるもので、

行為に係る面積が10㎡ 

10ｍまたは建500㎡ 10ｍまたは建1,000㎡ 

移転 13ｍまたは建1,000㎡ 10ｍまたは建500㎡ 

・15ｍまたは建1,000㎡ 

・地上階数が３以上で、自己

の居住の用に供する住宅

以外 

すべての建築物が対象 

10ｍまたは建1,000㎡ 

修繕 10㎡ 10ｍまたは建500㎡ 10㎡ 

軒高10ｍまたは敷500㎡ 

 

10ｍまたは建1,000㎡ 

建築物 

色彩変更 10㎡ 外観の2分の1 10㎡ 壁面（１面）の２分の１ 

壁面（１面）の２分の１ 

（大規模建築物のみ） 壁面（１面）の２分の１ 

16-1-1

よう壁 × ２ｍ 15ｍ ３ｍ ５ｍ 

木柱・鉄柱等 15ｍ 15ｍ 15ｍ 10ｍ ５ｍ 

煙突 13ｍ 10ｍ 15ｍ 10ｍ ５ｍ 

広告物 × 10ｍ ・屋上広告物 

・５ｍ（独立型屋外広告物）

・表示面積30㎡ 

・建物壁面の20分の１ 

・４ｍ（独立型屋外広告物）

・表示面積30㎡ 

・４ｍ（独立型、屋上とも）

装飾塔・記念碑 13ｍ 10ｍ 15ｍ 10ｍ ５ｍ 

高架水槽・サイロ 13ｍ 10ｍ 15ｍ 10ｍ ５ｍ 

観覧車など遊戯施設 13ｍ 10ｍ 15ｍ × ５ｍ 

プラント 13ｍまたは築1,000㎡ 10ｍまたは築500㎡ 15ｍ 10ｍ ５ｍ 

自動車車庫 13ｍまたは築1,000㎡ 10ｍまたは築500㎡ × × ５ｍ 

工作物 

ごみ焼却場 13ｍまたは築1,000㎡ 10ｍまたは築500㎡ × × 

すべての工作物が対象 

５ｍ 

16-1-2

開発行為 3,000㎡または５ｍの法面 1,000㎡ 3,000㎡または５ｍの法面 500㎡ すべての開発行為 × 16-1-3

土地の開墾 3,000㎡または５ｍの法面 × 3,000㎡または５ｍの法面 500 ㎡ 1,000㎡ × 

土石の採取 3,000㎡または５ｍの法面 × 3,000㎡または５ｍの法面 500 ㎡ 1,000㎡ × 

鉱物の掘採 3,000㎡または５ｍの法面 × 3,000㎡または５ｍの法面 500 ㎡ 1,000㎡ × 

その他の変更 3,000㎡または５ｍの法面 × 3,000㎡または５ｍの法面 500 ㎡ 1,000㎡ × 

16-1-4

 

（令4-1）

木竹の植栽 × × × × × × 
木竹の伐採 × × 3,000㎡または５ｍの法面 500㎡ × × 

（令4-2）

さんごの採取 × × × × × × （令4-3）

土石の堆積 3,000㎡または高さ３ｍ 1,000㎡ 3,000㎡または高さ３ｍ 500 ㎡ 1,000㎡または高さ５ｍ × 
廃棄物の堆積 3,000㎡または高さ３ｍ 1,000㎡ 3,000㎡または高さ３ｍ 500 ㎡ 1,000㎡または高さ５ｍ × 
その他の堆積 3,000㎡または高さ３ｍ 1,000㎡ 3,000㎡または高さ３ｍ 500 ㎡ 1,000㎡または高さ５ｍ × 

（令4-4）

水面の埋立 × × 3,000㎡または５ｍの法面 × × × 

水面の干拓 × × 3,000㎡または５ｍの法面 × × × 
（令4-5）

夜間照明 × × × × × × （令4-6）

その他 

火入れ × × × × × × （令4-7）

備考 一般区域 商業業務地系区域以外 景観形成重点地区以外 景観計画区域 景観計画区域 ロ区域  

※法令は景観法の条項。（ ）内は景観法施行令の条項。 面積の前の「建」は建築面積、「築」は築造面積、「敷」は敷地面積。 
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景観形成基準の比較（一般的な地区） 

 奈良県景観計画 橿原市景観計画 奈良市景観計画 箕面市景観計画 長岡京市景観計画 西宮市景観計画 

配置 ○ × ○ ○ × ○ × 

壁面位置 ◎ ○ × ○ ○ ○ × 

規模 ○ ○ ○ × × ○ × 

高さ ○ × × × × ○ × 

形態・意匠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

屋根 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

壁面 ○ × × ○ ○ ○ × 

屋外付帯施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

駐車場 × × × ○ ○ ○ × 

色彩 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ 

 

素材 ○ × × ○ ○ ○ × 

建築物 

緑化 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 

配置 ○ × ○ ○ × ○ × 

壁面位置 ◎ ○ × × × ○ × 

規模 ○ ○ × ○ ○ ○ × 

高さ ○ × × × × ○ × 

形態・意匠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

壁面 ○ ○ × × ○ ○ × 

屋外付帯施設 × ○ × × ○ ○ × 

駐車場 × × × × ○ ○ × 

色彩 ◎ ○ ◎ × ◎ ◎ ◎ 

 

素材 ○ × × ○ ○ ○ × 

工作物 

緑化 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

のり面、よう壁等の周辺との調和 ○ ○ × × × 

緑化 ○ ○ × × × 

開発行為 

既存樹木の保全等 ○ ○ × ○ × 

のり面、よう壁等の周辺との調和 ○ ○ × ○ × 

緑化 ○ ○ × ○ × 

土地の形質

の変更 

既存樹木の保全等 ○ ○ × ○ × 

堆積物の周辺との調和 ○ ○ × ○ × 

緑化 ○ ○ × ○ × 

物件の堆積 

既存樹木の保全等 ○ 

○ 

 

敷地に関する事項 

・既存の緑を継承 

・フェンス、塀・垣、

よう壁の周辺との調

和 

・道路や周辺敷地から

望見される部分の緑

化、仕上げ方法の工

夫による圧迫感の低

減 
○ 

○ 

 

現状変更行為 

・周辺からの見え方へ

の配慮 

・のり面緑化 

・よう壁の高さを最低

限に抑える 

・敷き際等における植

栽の実施 

× × × 

屋外広告物 × × ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

備考 一般区域 専用住宅地系区域 景観形成重点地区以外 景観計画区域 大規模以外 大規模基準 ロ区域 

※数値基準があるもの：◎  数値基準ではなく、定性的に示しているもの：○  基準のないもの：× 
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届出対象行為 

奈良県 （１）建築物（景観法第16条第１項第１号により届出が必要な行為） 

重点景観形成区域 
行為 一般区域 

広域幹線沿道区域 第１種・第２種特定区域 

建築物の新築又は移転 

（右記の規模を超えることとなる増築又は改築を含む。） 

地盤面からの高さ 

13ｍ又は建築面積 

1000㎡ 

地盤面からの高さ 

10ｍ又は建築面積 

500㎡ 

地盤面からの高さ 

10ｍ又は建築面積 

100㎡（戸建専用住宅を除く。） 

建築物の増築又は改築 上記の規模を超える建築物において、行為に係る建築面積が 10 ㎡ 

建築物の外観の変更 上記の規模を超える建築物において、行為に係る面積が 10 ㎡ 

 

（２）工作物（景観法第16条第１項第２号により届出が必要な行為） 

重点景観形成区域 
行為 一般区域 

広域幹線沿道区域 第１種・第２種特定区域 

１ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの 高さ15ｍ 

 

高さ15m（第１種特定区域にあっては、高さ10m） 

２ 煙突（支枠及び支線があるものについては、これらを含む。）その他これに類するもの 

３ 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの（屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物

件を除く。） 

４ 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの 

５ ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車その他これらに類する遊戯

施設 

高さ13ｍ 高さ 10m 

６ アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

７ 自動車車庫の用途に供するもの 

８ 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供するもの 

高さ13ｍ又は築造面積1000㎡ 高さ 10m 又は築造面積 500 ㎡ 

９ 上記１～8に掲げる工作物のうち建築物と一体となって設置されるもの 建築物の上端から工作物の上端までの高

さ5ｍかつ地盤面から当該工作物の上端ま

での高さ13ｍ（上記１に掲げるものにあって

は15ｍ） 

建築物の上端から工作物の上端までの高さ5ｍかつ地盤面から当該工作物の上端までの

高さ10ｍ（上記１に掲げるもので第１種特定区域以外にあっては15ｍ） 

工作物

の新設

又は移

転（右記

の規模を

超えるこ

ととなる

増築又

は改築を

含む） 

10 自動販売機 （届出不要） 高さ 1.5ｍ（第１種特定区域に限る。） 

工作物の増築又は改築 上記の規模を超える工作物において、行為に係る築造面積が10㎡ 

工作物の外観の変更 上記の規模を超える工作物において、行為に係る面積が10㎡ 

 

（３）開発行為（景観法第16 条第１項第３号により届出が必要な行為） 

重点景観形成区域 
行為 一般区域 

広域幹線沿道区域 第１種・第２種特定区域 

開発行為 行為地の面積3000㎡又は行為に伴い生ずる擁壁

若しくはのり面の高さが5ｍかつ長さ10ｍ 

行為地の面積1000㎡又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが2ｍかつ長さ10ｍ

 

（４）その他（景観法第16 条第１項第４号により届出が必要な行為） 

①土地の形質の変更 

重点景観形成区域 
行為 一般区域 

広域幹線沿道区域 第１種・第２種特定区域 

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更（開発行為を除く。） 行為地の面積3000㎡又は行為に伴い生ずる擁壁

若しくはのり面の高さが5ｍかつ長さ10ｍ 

行為地の面積1000㎡又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが2ｍかつ長さ10ｍ

②物件の堆積 

重点景観形成区域 
行為 一般区域 

広域幹線沿道区域 第１種・第２種特定区域 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 行為地の面積3000㎡又は物件の堆積の高さが3ｍ 行為地の面積1000㎡又は物件の堆積の高さが2ｍ  
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橿原市  

行為 
(1)自然風致保全系

区域 

(2)専用住宅地系区

域 

(3)田園･住宅地系区

域 

(4)沿道市街地系区

域 

(5)商業業務地系区

域 

① 
建築物の新築、増築※1、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替又は色彩の変更※2 
建築面積 500 ㎡以上 又は 高さ 10ｍ以上 

建築面積500 ㎡以

上又は高さ15ｍ以上

② 
工作物の新設、増築※1、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替又は色彩の変更※2 
対象ごとに別表の通り 

③ 開発行為 開発区域 1,000 ㎡以上 

④ 
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積（景観法施行令第４

条第１項第四号） 
行為の区域 1,000 ㎡以上 

※１：増築にあっては、増築後の建築面積、高さ等がこれに該当するもの 
※２：外観の変更の範囲が当該外観の２分の１以上のもの 

 

工作物の定義 

種類・内容 届出対象規模 

ア よう壁 高さ 2ｍ超 

イ 木柱・鉄柱・ＲＣ柱 高さ 15ｍ超 

ウ 煙突 

エ 広告塔・広告版・装飾塔・記念塔 

オ 高架水槽・サイロ・物見塔など 

カ 観光用のエレベーター・エスカレーター 

キ ウォーターシュート・コースターなどの遊戯施設 

ク メリーゴーラウンド、観覧車などの遊戯施設 

ケ 自動車車庫の用に供する立体的施設 

高さ10ｍ以上 

コ アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設 

サ 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設 

シ 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設 

高さ10ｍ以上又は 

築造面積500㎡以

上 

ス パラボラアンテナ、太陽光発電施設、その他これらに類する構造物 高さ10ｍ以上 
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奈良市 ■届出を要する大規模行為 

行為 規模・内容等 
建築物及び工作物※１の新築・増築・改築・移転・除却 ・地盤面からの高さが15ｍ（建築基準法施行令第２条第６号ただし書きを除く。）を超える建築物及び工作物

・建築面積が1,000ｍ2 を超える建築物 

・築造面積が1,000ｍ2 を超える工作物 

・地上階数が３以上で、自己の居住の用に供する住宅以外の建築物 

建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 ・上記の規模を超える建築物及び工作物において、変更面積が10㎡を超える外観の変更 

開発行為 ・行為地の面積3,000㎡又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが5ｍかつ長さ10ｍを超えるもの 

土地の形質の変更（開発行為を除く土石の類の採取、水面の埋立て又は干拓）木竹の伐採 ・行為地の面積3,000㎡又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが5ｍかつ長さ10ｍを超えるもの 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 ・行為地の面積3,000㎡又は物件の堆積の高さが3ｍを超えるもの 

※１：「工作物」とは、以下に揚げるものとします。 
(１) 門、塀、垣、さく、金網、擁壁その他これらに類するもの (２) テント、藤棚その他これらに類するもの (３) 煙突その他これらに類するもの 
(４) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの (５) 装飾塔、電波塔その他これらに類するもの (６) 立体駐車場 
(７) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの (８) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料その他これらに類するものを貯蔵する施設 
(９) メリーゴーランド、観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 (10) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの 
(11) 公衆電話施設、物置、標識、アーチ、アーケード、街路灯、照明灯その他これらに類するもの (12) 彫刻、モニュメントその他これらに類するもの 
(13) 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路若しくは空中線系（その支持物を含む。） (14) 橋梁、横断歩道橋その他これらに類するもの 
 

■届出を要する行為（その１） 

＜対象となる景観形成重点地区＞  

・歴史的景観形成重点地区 

・自然的景観形成重点地区 

・住宅地等景観形成重点地区 

・まちなか景観形成重点地区 

・沿道景観形成重点地区のうち主要幹線沿道区域 

行為 規模・内容等 
建築物及び工作物※の新築・増築・改築・移転・除却  ・全ての建築物及び工作物  

建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更  ・変更面積が10㎡を超えるもの  

開発行為 ・行為地の面積1,000㎡又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが2ｍかつ長さ10ｍを超えるもの  

土地の形質の変更（開発行為を除く土石の類の採取、水面の埋立て又は干拓）木竹の伐採  ・行為地の面積1,000㎡又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが2ｍかつ長さ10ｍを超えるもの  

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積  ・行為地の面積1,000㎡又は物件の堆積の高さが2ｍを超えるもの  

自動販売機  ・高さ1.5ｍを超えるもの  

 
■届出を要する行為（その２） 

＜対象となる景観形成重点地区＞  

・沿道景観形成重点地区のうち広域幹線沿道区域 

行為 規模・内容等 
建築物の新築・増築・改築・移転・除却  ・地盤面からの高さ（建築基準法施行令第２条第２項第６号ただし書きを除く。）が10ｍを超える建築物、又

は建築面積が500ｍ2 を超える建築物  

工作物の新設・増築・改築・移転・除却  ・高さ15ｍを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、その他これらに類する工作物  

・上記以外の工作物は、高さ10ｍを超えるもの又は築造面積500㎡を超えるもの  

・上記に掲げる工作物のうち、建築物と一体となって設置されるもので、建築物の上端から工作物の上端ま

での高さが5ｍかつ地盤面から当該工作物の上端までの高さが10ｍ(鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、その

他これらに類するものは15ｍ)を超えるもの 

建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 ・上記の規模を超える建築物及び工作物において、変更面積が10㎡を超えるもの 

開発行為 ・行為地の面積1,000 ㎡又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが2ｍかつ長さ10ｍを超えるもの

土地の形質の変更（開発行為を除く土石の類の採取、水面の埋立て又は干拓） 木竹の伐採  ・行為地の面積1,000㎡又は行為に伴い生ずる擁壁若しくはのり面の高さが2ｍかつ長さ10ｍを超えるもの 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積  ・行為地の面積1,000㎡又は物件の堆積の高さが2ｍを超えるもの  

自動販売機  ・高さ1.5ｍを超えるもの  
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箕面市 ■景観計画区域における地区ごとの届出対象行為とその制限に関する事項 

①山なみ景観保全地区 

届出対象行為は現状変更行為及び建築物等の新築等とします。ただし、届出対象行為のうち、法第16条第７項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とし、届出対象行為から除外します。  

○300平方メートル以内の面積の計画区域における現状変更行為  

ただし、計画区域に登録景観保全緑地を含む現状変更行為及び300平方メートルを超える１の現状変更行為である計画区域を故意に分割して300平方メートル以内の面積の計画区域とする現状変更行為は含まない。  

○都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第１項第２号に規定するものに係る現状変更行為及び建築物等の新築等  

○森林法(昭和26年法律第249号)第10条の８第１項各号(第２号を除く。)に該当する場合において行う現状変更行為又は同法第15条の規定による届出を要する現状変更行為  

○景観条例第40条第１項の都市景観形成建築物に係る現状変更行為及び建築物等の新築等  

 

②都市景観形成地区  

届出対象行為は現状変更行為及び建築物等の新築等とします。  

ただし、届出対象行為のうち、法第16条第７項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とし、届出対象行為から除外します。  

○景観条例第40条第１項の都市景観形成建築物に係る現状変更行為及び建築物等の新築等  

 

③景観配慮地区  

届出対象行為は現状変更行為及び建築物等の新築等とします。  

ただし、届出対象行為のうち、法第16条第７項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とし、届出対象行為から除外します。  

○景観条例第40条第１項の都市景観形成建築物に係る現状変更行為及び建築物等の新築等  

 

④山なみ景観保全地区、都市景観形成地区及び景観配慮地区を除く区域  

届出対象行為は現状変更行為及び建築物等の新築等とします。  

ただし、届出対象行為のうち、法第16条第７項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とし、届出対象行為から除外します。  

○景観条例第40条第１項の都市景観形成建築物に係る現状変更行為及び建築物等の新築等  

○次に掲げる行為以外の行為  

イ 面積が500平方メートル以上の現状変更行為  

ロ 軒の高さが10メートルを超える建築物の新築等  

ハ 敷地面積が500平方メートルを超える建築物の新築等  

ニ 高さが 10 メートルを超える工作物（擁壁にあっては高さが３メートルを超えるもの）の新築等  
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長岡京

市 

①大規模な行為の届出 

対象物および規模 対象行為 
《建築物》 

（１）都市計画法第29 条の開発行為の許可を受けた区域の敷地面積1,000 ㎡以上の開発区域内における建築物で、高さ15ｍを超えるもの。 

（２）建築面積1,000 ㎡を超えるもの、または高さ15ｍを超えるもの。 

（３）（２）に該当する建築物のうち、変更面積が外観の1/2 の面積を超えるもの。 

新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することと

なる修繕若しくは模様替または色彩の変更 

《工作物（電柱を除く）》 

（１）煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、装飾塔、記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔、その他類するもののうち、高さ15ｍを超えるもの。 

（建築基準法施行令第138 条第１項第１号～第４号に定めるもの） 

（２）擁壁の高さ5ｍ以上および長さ10ｍを超えるもの。 

（建築基準法施行令第138 条第１項第５号に定めるもの） 

（３）観光用の乗用エレベーターなど昇降機、ウォーターシュート、コースター、観覧車、飛行塔など遊戯施設、製造施設、飼料などの貯蔵施設、汚物

処理場、ごみ焼却場など処理施設、その他類するもののうち、高さ15ｍを超えまたは築造面積1,000 ㎡を超えるもの。 

（建築基準法施行令第138 条第２項～第３項に定めるもの） 

（４）（１）、（２）または（３）に該当する工作物のうち、変更面積が外観の1/2 の面積を超えるもの。 

新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することと

なる修繕若しくは模様替または色彩の変更 

《その他》 

・敷地面積1,000 ㎡以上の土地の形質の変更。 

・敷地面積1,000 ㎡以上または高さ5ｍを超える土砂などその他の物質の堆積。 

 
②大規模な行為以外の届出 

対象物および規模 
《建築物、工作物（電柱を除く）》 

・長岡京市まちづくり条例第21 条の規定による申出行為（長岡京市の景観計画に定める大規模行為を除く）  

西宮市 届出が必要な行為と対象となる規模 

届出対象規模 
行為 

イ区域 ロ区域 ハ区域 

・高さが10ｍを超え、または建築面積が500 ㎡を超えるもの 

 

（増築部分の高さが10ｍを超え、または増築部分の水平投影

面積が250 ㎡を超える建築物で増築後の建築面積が500 ㎡

を超えるもの） 

・高さが10ｍを超え、または建築面積が1,000 ㎡を超えるもの

 

（増築部分の高さが10ｍを超え、または増築部分の水平投影

面積が500 ㎡を超える建築物で増築後の建築面積が1,000 

㎡を超えるもの） 

・高さが15ｍを超え、または建築面積が1,000 ㎡を超えるもの

 

（増築部分の高さが15ｍを超え、または増築部分の水平投影

面積が500 ㎡を超える建築物で増築後の建築面積が1,000 

㎡を超えるもの） 

建築物の 

新築・増築 

改築・移転 

・小規模なものを除く鉄道駅舎 

・高さが5ｍを超え、かつ、地上から当該工作物の上端までの高さが10ｍを超えるもの ・高さが10ｍを超え、かつ、地上から当該工作物の上端までの

高さが15ｍを超えるもの 

・高さが5ｍを超える高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類するもの 

工作物の 

新設・増築 

改築・移転 
・幅員が10ｍを超え、またはその延長が30ｍを超える橋梁その他これらに類するもの 

外観・色彩

の変更 

・上記の届出対象規模を超えるもので、外観の一面の過半を変更するもの 
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景観形成基準 

奈良県 （１）一般区域及び重点景観形成区域のうち広域幹線沿道区域 
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（２）重点景観形成区域のうち特定区域 
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＜区域図＞ 
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橿原市 （１）自然風致保全系区域における基準 （２）専用住宅地系区域における基準 
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（３）田園・住宅地系区域における基準 （４）沿道市街地系区域における基準 
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（５）商業業務地系区域における基準 ＜区域図＞ 
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奈良市 ■大規模行為の景観形成基準（その１：建築物に関する事項） ■大規模行為の景観形成基準（その２：工作物、開発行為、物件の堆積に関する事項） 
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■大規模行為の景観形成基準（その３：大規模建築物等に設置する屋外広告物に関する事項） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




